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新
田
敏
教
授
略
歴

新田敏教授略歴・主要業績

昭
和
九
年
五
月
三
〇
日

昭
和
三
〇
年
三
月

昭
和
三
一
年
四
月

昭
和
三
五
年
三
月

　
　
　
　
　
四
月

昭
和
三
七
年
三
月

　
　
　
　
　
四
月

昭
和
四
〇
年
三
月

　
　
　
　
　
四
月

昭
和
四
二
年
一
二
月

昭
和
四
四
年
四
月

昭
和
四
九
年
四
月

昭
和
五
五
年
一
〇
月

昭
和
五
七
年
一
〇
月

平
成
二
年
三
月

　
　
　
　
　
四
月

宮
城
県
石
巻
市
に
生
ま
れ
る

宮
城
県
立
石
巻
高
校
卒
業

慶
慮
義
塾
大
学
法
学
部
法
律
学
科
入
学

慶
慮
義
塾
大
学
法
学
部
法
律
学
科
卒
業

慶
鷹
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
民
事
法
学
専
攻
修
士
課
程
入
学

慶
慮
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
民
事
法
学
専
攻
修
士
課
程
修
了

慶
鷹
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
民
事
法
学
専
攻
博
士
課
程
入
学
、

慶
鷹
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
民
事
法
学
専
攻
博
士
課
程
修
了

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
専
任
講
師

ド
イ
ツ
留
学
（
～
昭
和
四
四
年
二
月
）

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
助
教
授

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

慶
鷹
義
塾
志
木
高
等
学
校
校
長
（
兼
任
）
（
～
昭
和
五
九
年
九
月
）

慶
鷹
義
塾
大
学
理
事
（
兼
任
）
（
～
昭
和
五
九
年
九
月
）

慶
鷹
義
塾
大
学
退
職

慶
鷹
義
塾
大
学
名
誉
教
授
、
杏
林
大
学
社
会
科
学
部
教
授

日
本
マ
ン
シ
ョ
ン
学
会
理
事

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
助
手
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法学研究72巻12号（’99：12）

「

　
　
　
　
　
新
田
敏
教
授
主
要
業
績

［
、
著
書
（
編
著
、
共
著
書
を
含
む
）

『
民
法
講
義
ノ
ー
ト
（
2
）
物
権
』
（
田
中
實
と
共
著
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
有
斐
閣
新
書
　
昭
和
五
五
年
六
月

『
民
法
講
義
2
物
権
』
（
原
島
重
義
、
高
島
平
蔵
、
篠
原
弘
志
、
石
田
喜
久
夫
、
白
羽
祐
三
、
田
中
整
爾
と
共
著
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
第
五
章
所
有
権
」
　
有
斐
閣
大
学
双
書
　
昭
和
五
二
年
九
月

二
、
分
担
執
筆

「
金
銭
と
即
時
取
得
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
新
版
・
判
例
演
習
民
法
2
物
権
』
　
有
斐
閣
　
昭
和
五
七
年
二
一
月

「
附
合
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
民
法
講
座
3
物
権
（
2
）
』
　
有
斐
閣
　
昭
和
五
九
年
一
〇
月

「
無
権
原
者
の
植
栽
と
附
合
」

　
　
　
　
　
『
民
法
の
争
点
1
（
総
則
・
物
権
・
親
族
・
相
続
）
』
（
法
律
学
の
争
点
シ
リ
ー
ズ
3
・
1
）
有
斐
閣
　
昭
和
六
〇
年
六
月

『
民
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
（
二
）
総
則
二
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
八
五
条
～
八
九
条
」
　
ぎ
ょ
う
せ
い
　
平
成
元
年
五
月

『
入
門
法
律
学
辞
典
（
増
訂
版
）
』
（
小
池
隆
一
、
前
原
光
雄
監
修
・
手
塚
豊
、
伊
東
乾
と
共
編
）
　
　
　
泉
文
堂
　
昭
和
三
九
年
二
月

三
、
論
　
文

「
明
治
初
年
よ
り
明
治
民
法
成
立
に
至
る
親
権
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
綜
合
法
学
六
巻
九
号
　
昭
和
三
八
年
九
月

「
民
法
に
お
け
る
権
利
拘
束
の
原
則
－
債
権
質
及
び
土
地
賃
借
権
設
定
の
場
合
を
中
心
と
し
て
ー
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
三
八
巻
一
号
　
昭
和
四
〇
年
一
月
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新田敏教授略歴・主要業績

「
借
家
の
増
改
築
と
民
法
二
四
二
条
」

「
賃
借
権
に
基
づ
く
妨
害
排
除
請
求
権
に
関
す
る
一
考
察
」

「
所
有
権
者
に
課
せ
ら
れ
た
債
権
的
拘
束
と
物
権
的
請
求
権
」

「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
不
動
産
附
合
法
の
生
成
－
土
地
・
建
物
を
中
心
と
し
て
ー
」

「
法
人
の
行
為
－
事
実
行
為
を
中
心
と
し
て
ー
」

「
ド
イ
ツ
民
法
制
定
以
前
に
お
け
る
建
物
区
分
所
有
権
の
存
在
と
そ
の
法
的
規
制
」

「
立
木
お
よ
び
未
分
離
の
果
実
の
独
立
性
と
『
明
認
方
法
』
の
目
的
」

「
区
分
所
有
権
に
お
け
る
客
体
の
独
立
性
」

「
不
動
産
物
権
の
客
体
ー
そ
の
独
立
性
の
実
質
的
側
面
と
形
式
的
側
面
1
」

「
不
動
産
物
権
の
客
体
の
独
立
性
」

「
私
法
上
の
権
利
と
客
体
」

　
法
学
研
究
三
九
巻
一
号

　
法
学
研
究
三
九
巻
九
号

　
法
学
研
究
四
〇
巻
九
号

法
学
研
究
四
一
巻
一
二
号

　
法
学
研
究
四
四
巻
三
号

　
　
　
三
色
旗
二
七
六
号

　
法
学
研
究
四
五
巻
九
号

　
法
学
研
究
四
六
巻
七
号

　
　
　
　
　
私
法
三
五
号

　
　
民
事
研
修
二
〇
六
号

　
　
　
三
色
旗
一
一
二
六
号

「
民
法
二
五
四
条
と
区
分
所
有
法
二
五
条
－
管
理
規
約
の
特
定
承
継
人
に
対
す
る
効
力
1
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
四
七
巻
一
二
号

「
民
法
制
定
過
程
に
お
け
る
区
分
所
有
権
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
手
塚
豊
教
授
退
職
記
念
論
文
集
『
明
治
法
制
史
・
政
治
史
の
諸
問
題
』
　
慶
鷹
通
信

「
い
わ
ゆ
る
海
面
下
の
土
地
所
有
権
に
つ
い
て
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
五
一
巻
七
号

「
海
面
下
の
土
地
所
有
権
の
問
題
と
海
面
埋
立
権
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
民
事
研
修
二
七
二
号

「
附
合
・
加
工
に
お
け
る
建
物
所
有
者
の
決
定
基
準
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
五
三
巻
七
号

「
区
分
所
有
建
物
の
存
立
を
目
的
と
す
る
土
地
賃
借
権
ー
そ
の
法
的
構
造
と
賃
料
債
務
の
性
質
を
中
心
と
し
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
『
慶
鷹
義
塾
創
立
一
二
五
年
記
念
論
文
集
（
法
学
部
法
律
学
関
係
）
』
慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部

「
共
有
の
対
外
的
関
係
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
五
九
巻
二
一
号

昭
和
四
一
年
一
月

昭
和
四
一
年
九
月

昭
和
四
二
年
九
月

昭
和
四
三
年
一
二
月

昭
和
四
六
年
三
月

昭
和
四
六
年
三
月

昭
和
四
七
年
九
月

昭
和
四
八
年
七
月

昭
和
四
八
年
一
〇
月

昭
和
四
九
年
六
月

昭
和
四
九
年
七
月

昭
和
四
九
年
一
二
月

昭
和
五
二
年
三
月

昭
和
五
三
年
七
月

昭
和
五
四
年
一
二
月

昭
和
五
五
年
七
月

昭
和
五
八
年
一
〇
月

昭
和
六
一
年
二
一
月
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法学研究72巻12号（’99：12）

「
相
隣
関
係
に
お
け
る
信
義
則
の
機
能
と
限
界
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
六
〇
巻
二
号

「
共
有
の
対
外
的
主
張
と
し
て
の
登
記
請
求
」

不
動
産
登
記
制
度
一
〇
〇
周
年
記
念
論
文
集
『
不
動
産
登
記
を
め
ぐ
る
今
日
的
課
題
』
（
民
事
研
修
三
五
九
号
）

「
共
有
の
対
外
的
主
張
と
し
て
の
登
記
請
求
」

不
動
産
登
記
制
度
一
〇
〇
周
年
記
念
論
文
集
『
不
動
産
登
記
を
め
ぐ
る
今
日
的
課
題
』
（
法
務
省
法
務
総
合
研
究
所
）

　
月

「
共
有
物
の
裁
判
上
の
分
割
方
法
に
関
す
る
一
考
察
－
最
高
裁
昭
和
六
二
年
大
法
廷
判
決
を
契
機
と
し
て
ー
」

　
　
　
『
慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
法
律
学
科
開
設
百
年
記
念
論
文
集
（
法
律
学
科
篇
）
』
　
慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部

「
共
同
漁
業
権
の
法
的
性
質
と
漁
業
補
償
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
六
三
巻
一
二
号

「
取
壊
し
の
同
意
さ
れ
た
建
物
の
譲
渡
と
登
記
請
求
権
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
六
四
巻
一
二
号

「
登
記
引
取
請
求
権
に
つ
い
て
の
一
考
察
－
主
と
し
て
受
領
遅
滞
と
の
関
連
に
お
い
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
半
田
正
夫
教
授
還
暦
記
念
論
集
『
民
法
と
著
作
権
の
諸
問
題
』
　
法
学
書
院

「
共
有
の
土
地
と
法
定
地
上
権
の
成
否
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
リ
ュ
ケ
教
授
退
官
記
念
『
民
事
手
続
法
の
改
革
』
　
信
山
社

「
建
物
の
区
分
所
有
に
お
け
る
専
有
部
分
の
敷
地
利
用
権
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
六
九
巻
二
号

「
共
有
物
の
裁
判
上
の
分
割
の
機
能
と
効
果
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
七
〇
巻
一
二
号

「
名
義
貸
に
よ
る
銀
行
の
住
宅
ロ
ー
ン
の
貸
付
行
為
と
民
法
九
三
条
但
書
の
類
推
適
用
（
最
判
平
成
七
・
七
・
七
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
森
泉
章
先
生
古
稀
祝
賀
論
集
『
現
代
判
例
民
法
学
の
理
論
と
展
望
』

四
、
判
例
評
釈

「
（
判
例
研
究
）
土
地
賃
貸
借
の
合
意
解
除
は
地
上
建
物
の
賃
借
人
に
対
抗
で
き
る
か
」

法
学
研
究
三
六
巻
八
号

昭
和
六
二
年
二
月

昭
和
六
二
年
二
月

昭
和
六
二
年
七

平
成
二
年
九
月

平
成
二
年
一
二
月

平
成
三
年
一
二
月

平
成
五
年
二
月

平
成
七
年
六
月

平
成
八
年
二
月

平
成
九
年
一
二
月

平
成
一
〇
年
九
月

昭
和
三
八
年
八
月

：
」
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新田敏教授略歴・主要業績

「
　
一
　
鵬

「
（
判
例
研
究
）
土
地
賃
借
人
は
自
己
所
有
の
地
上
建
物
の
保
存
登
記
を
未
成
年
の
長
男
名
義
で
し
た
場
合
に
も
建
物
保
護
法
一
条
に
よ
っ

　
て
そ
の
後
該
土
地
の
所
有
権
を
取
得
し
た
第
三
者
に
対
抗
で
き
る
か
」
　
　
　
　
　
法
学
研
究
三
九
巻
一
〇
号
　
昭
和
四
一
年
一
〇
月

「
（
判
例
研
究
）
抵
当
権
設
定
登
記
後
に
当
該
不
動
産
に
つ
い
て
所
有
権
移
転
請
求
権
保
全
の
仮
登
記
を
経
由
し
た
者
と
そ
の
後
に
登
記
さ

　
れ
た
抵
当
権
の
実
行
に
よ
る
競
落
人
と
の
優
劣
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
四
〇
巻
一
一
号
　
昭
和
四
二
年
一
一
月

「
附
合
（
建
物
）
（
最
判
昭
和
四
四
・
七
・
二
五
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
民
法
判
例
百
選
1
（
総
則
・
物
権
）
』
（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
六
号
）
　
昭
和
四
九
年
一
二
月

「
相
続
と
取
得
時
効
の
新
権
原
（
最
判
昭
和
四
六
・
一
一
・
三
〇
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
家
族
法
判
例
百
選
（
新
版
増
補
）
』
（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
〇
号
）
　
昭
和
五
〇
年
七
月

「
区
分
所
有
建
物
に
お
け
る
規
約
の
効
力
（
最
判
昭
和
五
〇
・
四
・
一
〇
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
不
動
産
取
引
判
例
百
選
（
増
補
版
）
』
（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
号
）
　
昭
和
五
二
年
九
月

「
（
最
新
判
例
批
評
）
土
地
所
有
権
の
取
得
時
効
の
要
件
と
し
て
無
過
失
と
認
め
ら
れ
た
事
例
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
例
評
論
二
二
七
号
　
昭
和
五
三
年
一
月

「
無
権
原
者
の
播
種
と
附
合
i
他
人
の
土
地
に
無
権
原
者
に
よ
っ
て
播
か
れ
た
種
か
ら
生
育
し
た
苗
の
所
有
権
は
、
誰
に
帰
属
す
る
か
ー
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
民
法
の
判
例
（
第
三
版
）
』
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
）
　
昭
和
五
四
年
二
月

「
（
最
新
判
例
批
評
）
高
地
所
有
者
の
排
水
の
た
め
の
低
地
通
水
権
お
よ
び
通
水
用
工
作
物
の
使
用
権
が
認
め
ら
れ
る
た
め
の
要
件
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
例
評
論
二
五
一
号
　
昭
和
五
五
年
一
月

「
相
続
開
始
前
の
推
定
相
続
人
の
地
位
」
　
　
　
『
家
族
法
判
例
百
選
（
第
三
版
）
』
（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
六
号
）
　
昭
和
五
五
年
二
月

「
（
最
新
判
例
批
評
）
一
、
公
有
水
面
埋
立
法
三
五
条
二
項
と
民
法
二
四
二
条
と
の
関
係
　
二
、
公
有
水
面
の
埋
立
免
許
が
期
間
経
過
に
よ

　
り
失
効
し
た
場
合
と
投
入
土
砂
の
所
有
権
の
国
へ
の
帰
属
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
例
評
論
二
五
三
号
　
昭
和
五
五
年
三
月

「
（
金
融
商
事
判
例
研
究
）
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
に
設
置
さ
れ
た
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
不
動
産
に
附
合
し
た
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
た

　
事
例
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
融
・
商
事
判
例
五
九
二
号
　
昭
和
五
五
年
五
月
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「
建
前
の
仕
上
げ
と
建
物
所
有
権
の
帰
属
（
最
判
昭
和
五
四
・
丁
二
五
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
昭
和
五
四
年
度
重
要
判
例
解
説
』
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
七
一
八
号
）
　
昭
和
五
五
年
六
月

「
附
合
（
建
物
）
（
最
判
昭
和
四
四
・
七
・
二
五
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
民
法
判
例
百
選
1
（
総
則
・
物
権
）
（
第
二
版
）
』
（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
七
号
）
　
昭
和
五
七
年
六
月

「
更
新
料
の
慣
習
（
最
判
昭
和
五
一
・
一
〇
・
一
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
民
法
判
例
百
選
H
（
債
権
）
（
第
二
版
）
』
（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
八
号
）
　
昭
和
五
七
年
七
月

「
（
最
新
判
例
批
評
）
一
、
民
法
九
二
一
条
三
号
に
い
う
相
続
財
産
と
相
続
債
務
　
二
、
限
定
承
認
に
伴
う
精
算
手
続
の
未
了
と
民
法
九
二

　
九
条
違
反
の
弁
済
に
よ
る
損
害
賠
償
額
の
算
定
（
最
判
昭
和
六
一
・
三
・
二
〇
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
例
評
論
三
三
六
号
　
昭
和
六
二
年
二
月

「
海
面
下
の
土
地
所
有
権
（
最
判
昭
和
六
一
・
一
二
・
一
六
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
昭
和
六
一
年
度
重
要
判
例
解
説
』
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
八
八
七
号
）
　
昭
和
六
二
年
六
月

「
（
判
例
評
釈
）
ゴ
ル
フ
場
内
の
い
わ
ゆ
る
ロ
ス
ト
ボ
ー
ル
の
所
有
お
よ
び
占
有
関
係
（
最
決
昭
和
六
二
・
四
・
一
〇
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
例
タ
イ
ム
ズ
六
五
二
号
　
昭
和
六
三
年
二
月

「
森
林
の
共
有
に
お
け
る
分
割
方
法
（
最
大
判
昭
和
六
二
・
四
・
二
二
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
昭
和
六
二
年
度
重
要
判
例
解
説
』
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
九
一
〇
号
）
　
昭
和
六
三
年
六
月

「
（
最
新
判
例
批
評
）
区
分
所
有
権
が
転
々
移
転
し
た
場
合
、
中
間
取
得
者
は
、
前
者
が
共
用
部
分
・
敷
地
に
関
し
負
担
滞
納
し
て
い
た
管

　
理
費
の
支
払
義
務
を
負
わ
な
い
と
し
た
事
例
（
大
阪
地
判
昭
和
六
二
・
六
・
二
三
）
」
　
判
例
評
論
三
五
三
号
　
昭
和
六
三
年
七
月

「
附
合
（
最
判
昭
和
四
四
・
七
・
二
五
）
レ
　
森
泉
章
教
授
還
暦
記
念
論
集
『
現
代
民
法
学
の
課
題
』
（
法
学
書
院
）
　
昭
和
六
三
年
九
月

「
遺
言
執
行
者
の
権
限
（
最
判
昭
和
五
一
・
七
・
一
九
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
家
族
法
判
例
百
選
（
第
四
版
）
』
（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
九
号
）
　
昭
和
六
三
年
二
月

「
附
合
（
建
物
）
（
最
判
昭
和
四
四
・
七
・
二
五
）
」
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『
民
法
判
例
百
選
1
（
総
則
・
物
権
）
（
第
三
版
）
』
（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
四
号
）
　
平
成
元
年
九
月

「
更
新
料
支
払
義
務
の
不
履
行
（
最
判
昭
和
五
九
・
四
・
二
〇
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
民
法
判
例
百
選
H
（
債
権
）
（
第
三
版
）
』
（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
↓
〇
五
号
）
　
平
成
元
年
一
〇
月

「
共
同
漁
業
権
放
棄
の
対
価
補
償
金
の
配
分
手
続
（
最
判
平
成
一
・
七
・
ニ
ニ
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
平
成
元
年
度
重
要
判
例
解
説
』
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
九
五
七
号
）
　
平
成
二
年
六
月

「
海
面
下
の
土
地
所
有
権
」
　
　
　
　
　
『
不
動
産
取
引
判
例
百
選
（
第
二
版
）
』
（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
一
号
）
　
平
成
三
年
七
月

「
遺
言
執
行
者
の
権
限
（
最
判
昭
和
五
一
・
七
・
一
九
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
家
族
法
判
例
百
選
（
第
五
版
）
』
（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
ニ
三
一
号
）
　
平
成
七
年
一
月

「
更
新
料
支
払
義
務
の
不
履
行
（
最
判
昭
和
五
九
・
四
・
二
〇
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
民
法
判
例
百
選
H
（
債
権
）
（
第
四
版
）
』
（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
七
号
）
　
平
成
八
年
三
月

「
（
時
の
判
例
）
（
民
法
）
い
わ
ゆ
る
全
面
的
価
格
賠
償
の
方
法
に
よ
る
共
有
物
分
割
の
可
否
（
最
判
平
成
八
・
一
〇
去
二
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
教
室
一
九
九
号
平
成
九
年
四
月

五
、
書
　
評

「
（
紹
介
と
批
評
）
伊
藤
正
巳
著
『
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
』
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
三
六
巻
六
号
　
昭
和
三
八
年
六
月

六
、
そ
の
他

「
（
法
学
ル
ポ
一
）
契
約
農
業
－
大
府
町
と
土
浦
市
を
訪
ね
る
ー
」
（
宮
崎
俊
行
教
授
と
共
同
執
筆
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
綜
合
法
学
六
巻
七
号
　
昭
和
三
八
年
七
月

「
書
棚
・
民
法
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
色
旗
二
二
九
号
　
昭
和
四
二
年
二
月

「
（
座
談
会
）
学
習
シ
リ
ー
ズ
・
専
門
課
程
へ
の
道
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
色
旗
二
九
七
号
　
昭
和
四
七
年
一
二
月
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「
（
研
究
余
滴
）
区
分
所
有
者
の
受
け
る
拘
束
」

「
民
法
（
財
産
法
）
に
関
す
る
基
本
文
献
」

「
（
座
談
会
）
卒
業
論
文
を
め
ぐ
っ
て
」

「
（
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
エ
ッ
セ
イ
）
男
と
家
事
」

「
（
激
震
・
弱
震
）
学
習
か
ら
の
脱
皮
を
」

「
（
巻
頭
言
）
『
幻
』
の
階
層
区
分
所
有
建
物
」

「
こ
れ
か
ら
民
法
を
学
ぶ
人
に
」

「
（
論
点
）
被
災
マ
ン
シ
ョ
ン
の
法
的
課
題
」

「
（
人
見
康
子
先
生
追
悼
記
事
）
職
責
全
う
へ
全
力
疾
走
」

「
知
的
喜
び
を
知
る
人
間
の
育
成
の
場
と
し
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
田
評
論
七
五
三
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
色
旗
三
三
二
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
色
旗
三
八
一
号

　
　
　
　
旬
刊
金
融
法
務
事
情
二
六
八
号

　
　
　
　
　
　
三
色
旗
一
九
八
九
年
六
月
号

　
　
　
　
　
　
　
　
受
験
新
報
四
三
巻
一
号

　
　
　
　
　
　
三
色
旗
一
九
九
三
年
三
月
号

　
　
読
売
新
聞
一
九
九
七
年
一
月
一
七
日
朝
刊

　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
七
一
巻
六
号

『
志
木
高
五
〇
年
』
　
慶
鷹
義
塾
志
木
高
等
学
校

昭
和
五
〇
年
一
一
月

昭
和
五
〇
年
一
一
月

昭
和
五
四
年
一
二
月

昭
和
六
二
年
一
〇
月

平
成
元
年
六
月

平
成
五
年
一
月

平
成
五
年
三
月

平
成
九
年
一
月

平
成
一
〇
年
六
月

平
成
一
〇
年
九
月
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